
 

 

廃棄物等収集運搬処分業務契約書 

（ 長 期 継 続 契 約 ） 

 

 

 南部町（以下「発注者」という。）と            （以下「受注者」という。）は、

番号 住民委第２９号 件名 福地地区公共施設一般廃棄物等収集運搬処分業務に関し、次のとおり

（ただし、第 5条（A）、第 17条（A）及び（B）を除く。）契約を締結する。 

 

 （委託契約） 

第１条 発注者は、南部町福地地区内の公共施設から排出される一般廃棄物及び紙資源物の収集運

搬処分業務（以下「業務」という。）を受注者に委託する。 

 （業務内容等） 

第２条 発注者が受注者に委託する業務の内容及び方法は、別冊仕様書に定めるとおりとする。 

２ 受注者は、業務の方法等について、受注者の指示に従うものとする。 

３ 受注者は、発注者の指定した廃棄物等処理の仕様及びその管理者の指示に従い処分するものと

する。 

４ 受注者は、紙資源収集に関して分別保管方法等を発注者と協議のうえ定め、分別保管に必要な

設備を提供するなど適切な措置を行うものとする。 

 （業務期間） 

第３条 この業務の業務期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 （地方自治法第 234条の３の規定に基づく長期継続契約） 

２ 契約締結日から令和８年３月３１日までを、業務を適正に実施するための業務準備期間とする。

ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 

 （委託料） 

第４条 この契約に基づく委託料は、年額金            円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円）とする。 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28条第１項及び第 29条並びに地方税

法第 72条の 82及び第 72条の 83の規定に基づき、契約金額に 110分の 10を乗じて得た額であ

る。なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うこ

となく、相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置に該当する場合

には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 

 （契約保証金） 

第５条（Ａ） 契約保証金は、金          円とする。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

３ 第１項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 

第５条（Ｂ） 契約保証金は、免除する。 

 （業務の報告） 

第６条 受注者は、収集運搬を行った日ごとの重量を記載した実績報告書を作成し、年 2回（上半

期、下半期）発注者に報告し、発注者の確認を受けなければならない。 

 （委託料の支払い） 

第７条 委託料は、年 2回払いとし、上半期、下半期ごとに、受注者の請求により支払うものとす



る。 

２ 受注者の発注者に対する支払請求は、発注者から指示された区分により行うものとする。 

３ 発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払う

ものとする。 

 （廃棄物処分料の支払い） 

第８条 受注者が処分した一般廃棄物の処分料は、前条の委託料に含めるものとする。 

 （紙資源物買取料金の支払い等） 

第９条 受注者は、収集した紙資源物を発注者から買い取りするものとし、実績報告書に基づき年

2回（上半期分、下半期分）発注者に買取料金を支払うものとする。 

２ 前項の買取単価は相場による時価とし、適正な価格を表す書類を受注者が発注者にその都度提

出するものとする。 

３ リサイクル市場の状況の変化など受注者の責に属しない特別な事情により買取が困難となった

場合は、前項までの規定にかかわらず受注者が無料で引き受け、適切な方法で処分するものとす

る。 

 （委託料の減額等） 

第10条 発注者は、受注者が正当な理由がなく第 6条に定める報告を行わないとき、又は業務を完

全に履行していないと認めるときは、受注者に対する委託料の支払いを保留し、又は一部を減額

することができる。 

 （情報の管理及び廃棄） 

第11条 受注者は、この業務における収集物に記載されている情報を再利用又は外部に提供しては

ならない。また事故等により情報が外部に漏洩しないよう適切に管理し、受注者の責任において

一切の情報を適切に廃棄しなければならない。 

 （権利義務譲渡等の禁止） 

第12条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。 

 （再委託等の禁止） 

第13条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 （損害の賠償） 

第14条 受注者は、業務の履行に際し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担で

その賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においては、こ

の限りでない。 

（予算の削減又は削除に伴う解除等） 

第 15条 この契約は地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の 3の規定による長期継続契

約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額につ

いて減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 

２ 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、

その損害賠償の責めを負わないものとする。 

３ 第 1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受

注者に通知するものとする。 

（契約の解除等） 

第 16条 発注者は、次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができる。 

  (1) 受注者の法令違反、契約違反その他不正行為により、契約の目的を達成できないと認めら



れるとき。 

  (2) 受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがな

いと認められるとき。 

  (3) 受注者が発注者の指示に従わないとき。 

  (4) 正当な理由により発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。 

（契約保証金の帰属） 

第 17 条（A） 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第 5 条の契約保証金は、

発注者に帰属するものとする。 

（違約金） 

第 17条（B） 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100分の 5に相

当する金額を違約金として受注者から徴収する。この場合において、違約金の額が 100円未満で

あるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるも

のとする。 

２ 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 

(損害賠償) 

第 18条 受注者は、業務の処理中受注者の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えた

ときは、受注者は自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他止む

を得ないものと発注者が認めたときはこの限りでない。 

（個人情報の保護） 

第 19 条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（暴力団の排除） 

第 20条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らな

ければならない。 

 （補則） 

第 21 条 この契約書に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者

が協議して定めるものとする。 

 

本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を

施した上、各自その電磁的記録を保管する。  

 

  令和  年  月  日 

 

 

                 発注者  青森県三戸郡南部町大字平字広場２８番地１ 

 

                       南部町長   工 藤  祐 直   

 

 

                 受注者    

                         

                                         



 

 



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

(基本的事項) 

第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならな

い。 

(秘密の保持) 

第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

(取得の制限) 

第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 

(適正管理) 

第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

(作業場所の特定等) 

第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又

は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければな

らない。 

2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施す

るために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料

等を持ち出してはならない。 

(目的外利用及び提供の禁止) 

第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当

該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 

(複写又は複製の禁止) 

第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から

引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはな

らない。 

(再委託の禁止) 

第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の

承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 

(資料等の返還等)  

第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

(従業者への周知) 

第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事

務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

いこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定によ

り罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知

させるものとする。 

(実地調査の受入れ) 

第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該

個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避し

てはならない。 

(事故発生時における報告) 

第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、

速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

 

 



 

暴力団排除に係る特記事項 

 

 

(総則) 

第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が

添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 

(暴力団排除に係る契約の解除) 

第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注

者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所

の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１） 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6

号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。 

（２） 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項

において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 

（３） 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号にお

いて「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相

当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 

（４） 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することと

なることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 

（５） 暴力団員と交際していると認められるとき。 

（６） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 

（７） その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはそ

の支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当す

ることを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締

結したと認められるとき。 

（８） 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契

約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発

注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 

2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本

契約の規定による。 


